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【図表3.2-２】都道府県別資料費予算額

＊京都府については、京都府立総合資料館に係る予算額を含んでいる。



166

京 都 府 公 報 号外 第27号 平成22年４月27日 火曜日

【図表3.2-３】人件費割合

＊文部科学省ホームページ（平成18会計年度地方教育費調査）より転載

【図表3.2-１】より、京都府立図書館は都道府県図書館のうち平均よりやや規模が大きいと推察できる。しかし、図

書資料等の予算は、京都府では京都府立図書館と京都府立総合資料館の予算を合算したものであり、その上で比較して

も、全国平均予算額を平成13年度から平成20年度まで、いずれの年度においても下回っている。

また、都道府県別に収支分析を行った場合の支出額の内訳（人件費支出を含む消費支出、土地建物等の取得を含む資

本的支出、及びこれらの支出経費の内人件費が占める割合）を示したのが【図表3.2-３】である。
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【図表3.2-３】において、京都府は人件費割合もほぼ全国並みとなっている。また、京都府立図書館の支出合計であ

る債務償還費を含む資金支出を平成９年度より時系列に示したのが【図表3.2-４】である。

【図表3.2-４】支出合計

＊文部科学省ホームページ（地方教育費調査）より転載

上記【図表3.2-４】より平成13年に建設した新図書館（現在の図書館）に要した支出額が、多額の債務として残存し

ていることが伺える。

平成13年の建築時の設備投資額が外溝工事・設備・家具等を含み6,174百万円であることから、これを全額府債によ

る調達をしていたとした時、上記【図表3.2-４】では年間債務償還費が210百万円程度であるため概ね30年要する。つ

まり全額返済するのにあと24年程度かかるものと推定され、債務償還費が年々続くこととなる。

図書館という施設の性質上収益を得る事業を行うことができないため収益性について評価することはできない。しか

し、その一方で多額の債務を負っていることも否めない。

3.3.行政コスト計算

そこで、京都府立図書館事業における行政コスト計算を事業の効率性を検討するため試算したのが、以下の図表のと

おりである。

【図表3.3-１】行政コスト

なお、行政コスト計算を試算するにおいて前提とした事項は、以下のとおりである。
�ア 退職給付の見積額は支出人件費の12分の１、つまり１カ月分の人件費（8.33％）と見積もった。
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�イ 減価償却費は、本来は資産ごとに合理的に見積もられた異なる耐用年数によって算定すべきであるが、簡便的に

外溝工事、設備及び家具等含む建築費として京都府立図書館が認識している6,174百万円を50年の定額法（残存価

格ゼロ）により算定した123,483千円を年々の減価償却費としている。
�ウ 機会費用８として②の設備投資に係る支払利息相当額を見込んでいる。支払利息相当額は、設備投資金額6,174

百万円を全額借入で行い、年間返済額は上記②の減価償却費相当額を元本返済に充当すると仮定した場合の金利相

当額である。
�エ 金利水準は、平成13年期首に設備投資が行われ年利２％発生するとして試算している。

以上の事項を前提とした場合、上記図表のようになり、行政コストとしては概ね年に８億円が必要である。これを、

府民１人あたり等の指標で計算しなおすと以下のようになる。

【図表3.3-２】入館者・府民１人あたりの指標

3.4.自己評価方法

京都府立図書館では、【図表3.1-２】で掲げたが、平成19年度にサービス向上プログラム検討チームを立ち上げ検討

課題改善計画を策定し３年間の課題改善に取り組んでいる。この検討課題は、京都府立図書館において、各担当者から

積極的に改善に向けた提案が行われて、それに対するアクションプログラムが実行されている点において評価できる。

しかし、その実施状況の検討、課題の抽出等といった点において京都府立図書館の内部（京都府立図書館の職員）にお

いてのみ検討されている点では、不十分である。そもそも課題の抽出においては、内部の提案が不可欠であるが、その

妥当性、つまり外部評価を導入しなければその課題の抽出自体が有益であるか否か判断できない。また、監査人が内容

等検討した結果、少なくとも重大な項目について欠落していると言わざるを得ない。

重大な項目とは、まさに事業の効率化、経費削減等に関連する部分である。京都府立図書館が行った検討課題改善計

画、つまり自己評価では、図書館サービスの向上について検討されているが、府民目線にたった効率的な運営といった

経営課題について検討されていない。

図書館サービスの必要性、有効性及び効率性といった観点から自己評価されるべきであるが、現状の図書館サービス

を向上させるためだけへの取組であると評価できる。あえて付言すると、必要以上のサービスになっていないか、得ら

れる便益とそれにかかわるコストとの兼ね合いで府民が必要としているサービスの提供になっているのか、経営改善つ

まり効率性が追求された結果であるのかといった視点が必要であろう。

８経済用語：ある行動を選択することで失われる、他の選択肢を選んでいたら得られたであろう最大の利益のことをいう。たとえば、

大学に入学するという選択は、正社員として働くことを諦め、もし大学に通わずに働いていたならば得られたであろう収入が、機会

費用。
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3.5.人件費分析

3.5.1.人件費の比較

平成16年度から平成20年度までの経費を人件費、資料費及びその他経費に分類したものが【図表3.5.1-１】である。

また。平成20年度の割合を示したのが【図表3.5.1-２】である。支出経費の概ね６割強の金額を人件費として流出して

いる。

【図表3.5.1-１】経費構成

【図表3.5.1-２】平成20年度経費

なお、年度別雇用形態別に人件費の推移を作成したのが【図表3.5.1-３】である。
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【図表3.5.1-３】年度別雇用形態別人件費の推移

人件費の特徴として支出経費の６割強を占めさらに人件費という性質上、下方硬直性が表れている。その反面図書資

料等は支出経費の１割にも充たない。

また、地方公務員の年収を推定月額×（12＋4.5）と仮定すると、平成19年度地方公務員（平均年齢は43.2歳）の平

均年収は728万円となる。京都府立図書館の場合、平均年齢は46.4歳と、京都府立図書館の職員の平均年齢が地方公務

員の平均年齢より約３歳高く、平均年収は761万円となる（地方公務員は総務省平成19年地方公務員給与実態調査結果

等をもとにしている。また、京都府立図書館は、平成21年４月度実際支給額31名分をもとにしている）。

3.5.2.職務分掌と人件費

次に年度別役職別人員構成を検討したのが【図表3.5.2】である。

【図表3.5.2】年度別役職別人員構成

また、それぞれの係及び係担当における職務分掌は担当者ごとに取り決めされている。各担当者別の職務分掌は以下

のとおりである。
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3.5.2.1.庶務係
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3.5.2.2.企画調整係
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3.5.2.3.図書整理担当

＊1 ④が専門幹、⑤が主査
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3.5.2.4.特定資料担当
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3.5.2.5.閲覧担当
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3.5.2.6.振興担当

3.5.3.担当制から脱却

図書館の業務を大別すると現状の組織図にあるように資料課の図書整理担当、特定資料担当、閲覧担当、振興担当及

び総務課の庶務係、企画調整係ということになる。一般に、これだけの規模と組織のため組織を区分し担当者別に業務

分掌を定めることは有意義であり、なければ当然に業務としてなりゆかない。

しかし、担当者別にまで業務を定めているため生産性の観点からは効率が低下することは避けられない。限られた予

算の中で図書館運営を発展させるためには担当業務を超えた、つまり、現在の担当業務を超えた業務の再編によりさら

なる効率化が必要である。職務分掌化されている個人の担当業務について年間通じて均等に発生しているはずもないし

忙と閑の差があることは承知の事実であろう。効率性という観点から検討した場合、業務改善の一環として各個人別の

職務分掌も業務改善を取り入れさらなる効率化が求められる。

具体的な方法として、民間などで取り入れられている方法（設備投資を伴う自動貸出機等の設置案等の方法は除く）

を紹介すると細分化されている業務を１人が複数こなすという方法が挙げられる。係及び担当の枠を超えて業務分掌を
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検討するとさらなる効率化は可能である。そうした事業改善が組織内部から起こらなければ、ただ漫然と過去の方法を

踏襲するだけでは効率化は達成できない。図書館は必要な図書資料の提供及びレファレンス業務の拡充が必然的なこと

であるが、年間５億円以上の支出を伴いかつ２億円以上もの建設に伴う府債の償還があるにもかかわらず、５千万円程

度しか図書資料を購入できず、概ね３億円程度人件費の支払いに充てていることを鑑みれば、効率化は喫緊の課題であ

り、今後、業務の見直しを検討する必要がある。

3.5.4.館長の役割

「これからの図書館像」（「3.1.図書館の必要性」参照）では、「図書館を社会環境の変化に合わせて改革するために

は、図書館の改革をリードし、図書館経営の中心を担う図書館長の役割が重要であり、今後ますますその重要性が高ま

ると考えられる。」とまとめられている。

一般に、館長は館の代表であり職員を統括し、迅速な意思決定を行うことが必要である。つまり、職員に対しては、

社会のニーズや行政の施策を理解させることにより、それらと図書館サービスの関わりを見出し、結びつけ、府民目線

で図書館業務を検討する必要があろう。

ところが、京都府立図書館では、館長が非常勤であり、かつ非常勤の参与が２名（いずれも元職員であり定年後再就

職。一定の役割があることは聞き及んだが、更なる時間短縮等の効率化も可能）配置され、さらには副館長まで配置さ

れている。非常勤職員も含めて40数名の体制において、非常勤館長、常勤副館長、非常勤参与２名）というのは組織の

ポストを考える上で相当重厚なポスト配置であると思料する。人件費の削減と相まって上層部の再編を検討すべきであ

る。

3.6.管理運営形態の考え方

図書館の管理運営形態については、①地方公共団体が直接運営する、②既に取り入れられている一部業務の外部委託

する、③平成15年９月に導入された指定管理者制度を導入し民間事業者を含めた法人その他の団体による管理運営が可

能となっている。また、京都府では公民チャレンジ制度（公の団体も運営者として選考される）も実施されている。

近年、図書館の管理運営に指定管理者制度を導入する地方公共団体も一部で見られ、指定管理者が担う業務の範囲、

期間、体制等は、それぞれの地域の実情に応じて異なっている。指定管理者や外部委託の検討を提案すると、行政は必

ずと言っていいほど「指定管理者等では指定期間が短期間のため、事業の蓄積・発展が充分に達成されない、働く人の

労働条件が安定性を欠く、専門職員の形成・承継が困難等」のデメリットを強調される（「第２ 京都府立植物園

3.4.7.植物園独自の明確な戦略および中期計画の策定」参照）が、メリットもあるわけで、デメリットを発現させない

ように管理することも行政の重要な業務ではないだろうか。

京都府立図書館は一部管理業務を外注委託するものの、基本的には直営にて運営されている。いずれの管理運営方法

が、府民目線で検討した時に、最適であるか再検討が必要であろう。特に、先の人件費の削減で述べたが、経済合理性

の観点を加味して検討しなければならない。なお、京都府立図書館が図書の発注において利用している ��� ����を

提供している株式会社図書館流通センターなどは、公立図書館から指定管理業務を受注している。

【図表3.6】株式会社図書館流通センターが

受注している公立図書館からの指定管理業務等

※全国公共図書館数 3.164館 （2009年公共図書館集計）

※公共図書館195館のうち都道府県立図書館は４館（6.4％）

市町村立図書館が191館（6.1％）となっている。

なお、都道府県立図書館４館のうち１館が指定管理、

３館は一部委託となっている。
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このような専門業者は、自らの考え方として民間による図書館の業務受託サービスに求められているものは“費用対

効果の高い図書館サービス”と“安心して任せることのできる運営能力”だと認識しております、と表明している。こ

うした専門業者も存在することから、一部業務の委託等検討すべきであろう。もちろん言及するまでのことではないが、

一般競争入札又は公募という方法で行うことは必須であり、念のため申し添えるが、株式会社図書館流通センターを提

案しているのではなく、専門業者として例示しているに過ぎない。

第４ 京都府立郷土資料館

1.京都府立郷土資料館の概要

1.1.根拠条例等

京都府立郷土資料館条例第１条に基づき設置されている。

1.2.設立目的及び開館日

郷土についての歴史資料、考古資料、民俗資料等の保存及び活用を図り、もって府民の文化的向上に資するために設

置されている。

1.3.組織

【図表1.3-１】 京都府立山城郷土資料館
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【図表4.1.3-２】 京都府立丹後郷土資料館

1.4.施設の概要と所在地

1.4.1.京都府立山城郷土資料館

1.4.2.京都府立丹後郷土資料館



180

京 都 府 公 報 号外 第27号 平成22年４月27日 火曜日

1.5.入館料

京都府立山城郷土資料館及び京都府立丹後郷土資料館ともに以下のような入館料を徴収している。ただし、65歳以上

及び身体障害者手帳の保持者並びにその介護者は入館料等が免除される。また、学校教育活動にともなう小中学校等の

児童又は生徒（引率者を含む）も入館料が免除される。

【図表1.5】入館料

（単位：円）

1.6.事業の概要

【図表1.6-１】 京都府立山城郷土資料館
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